
目

次

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
行
政
経
営
課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
文
書
課
）
…
二

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
財
産
管
理
課
）
…
二

○
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
八

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
八

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一〇

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqq（

同

）
…
一〇

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一〇

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
機
に
よ
る
業
務
処
理
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
行
政
経
営
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
四
の
三
〇

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
青
森
電
子
計
算
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
三
九
三
の
二
七
〇

六

契
約
金
額

四
千
六
百
七
十
六
万
千
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

青
森
県
報
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第
千
五
十
五
号

令
和
八
年四

月
二
十
日

（
月
曜
日
）



令
和
八
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
行
政
経
営
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
四
の
三
〇

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
三
月
三
十
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
五
の
三

六

契
約
金
額

五
千
二
百
九
十
七
万
三
千
八
百
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
電
子
決
裁
機
能
付
き
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
保
守
管
理
等
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
総
務
文
書
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

富
士
電
機
Ｉ
Ｔ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
六
丁
目
一
五
の
一
二

六

契
約
金
額

七
千
七
百
九
万
三
千
四
百
五
十
六
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

県
庁
舎
等
清
掃
業
務
委
託

一
式
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二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
財
務
部
財
産
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
三
月
三
十
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

東
洋
建
物
管
理
株
式
会
社

青
森
市
橋
本
一
丁
目
七
の
三

六

落
札
金
額

八
千
七
百
七
十
八
万
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手

方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
八
年
二
月
六
日

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下

「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所

在

及

び

地

番

地

目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
石
野
字
大
柳
五
三
の
二

田

三
、
〇
六
七

二

利
用
権
の
内
容

賃
借
権

三

利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間

利

用

権

の

始

期

存

続

期

間

令
和
八
年
五
月
三
〇
日

三
年

四

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

二
十
一
万
七
千
八
百
円

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

利
用
権
の
始
期
ま
で
に
利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
地
の
供
託
所
に
補
償
金
を
供
託
す

る
こ
と
。

六

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
有
者
等
に
係
る
情
報

平
成
二
十
年
十
一
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い

る
。

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下

「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所

在

及

び

地

番

地

目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）
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弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
二
の
一
三

畑

四
、
一
九
八

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
二
の
一
四

畑

五
、
九
八
九

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
二
の
一
五

畑

五
、
八
四
〇

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
六
の
三

畑

四
七
五

二

利
用
権
の
内
容農

地

の

区

分

利
用
権
の
内
容

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
二
の
一
三

賃
借
権

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
二
の
一
四

賃
借
権

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
二
の
一
五

賃
借
権

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
六
の
三

賃
借
権

三

利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間

農
地
の
区
分

利
用
権
の
始
期

存
続
期
間

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
二
の
一
三

令
和
八
年
五
月
三
〇
日

一
〇
年

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
二
の
一
四

令
和
八
年
五
月
三
〇
日

一
〇
年

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
二
の
一
五

令
和
八
年
五
月
三
〇
日

一
〇
年

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
六
の
三

令
和
八
年
五
月
三
〇
日

一
〇
年

四

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

農
地
の
区
分

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額
（
円
）

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
二
の
一
三

二
七
七
、
〇
〇
〇

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
二
の
一
四

三
九
五
、
〇
〇
〇

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
二
の
一
五

三
八
五
、
〇
〇
〇

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一
六
の
三

三
一
、
〇
〇
〇

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

利
用
権
の
始
期
ま
で
に
利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
地
の
供
託
所
に
補
償
金
を
供
託
す

る
こ
と
。

六

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
有
者
等
に
係
る
情
報

農
地
の
区
分

所
有
者
等
に
係
る
情
報

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一

二
の
一
三

令
和
三
年
八
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確
知

で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一

二
の
一
四

令
和
三
年
八
月
及
び
令
和
四
年
五
月
に
二
名
の
登
記
名
義
人

が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い

る
。

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一

二
の
一
五

令
和
三
年
八
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確
知

で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

弘
前
市
大
字
悪
戸
字
芦
野
一

六
の
三

令
和
三
年
八
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確
知

で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
八
年
四
月
二
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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令
和
八
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
売
買
）

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
者

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

中
谷
勝

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
吉
野

田
荷
越
沢
127番

1
ほ
か
１

筆

須
藤
哲
弘

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
北
中

野
熊
堂

34番
1
ほ
か
５

筆

葛
西
誠
也

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
樽
沢
新
里

175番
1
ほ
か
９

筆

間
山
直
浩

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
北
中

野
桃
里

124番
1
ほ
か
５

筆

葛
西
廣
太

弘
前
市

弘
前
市

大
和
沢
沢
田

557番
1

葛
西
廣
太

弘
前
市

弘
前
市

大
和
沢
沢
田

556番
4

中
野
靖
人

弘
前
市

弘
前
市

百
沢

寺
沢

269番

丸
岡
喜
美
男
弘
前
市

弘
前
市

十
腰
内
猿
沢

278番
1

0
ほ
か
２

筆

相
馬
和
彦

弘
前
市

弘
前
市

大
沢

東
下
田

面
134番

ほ
か
１

筆

佐
々
木
伸
輔
弘
前
市

弘
前
市

自
由
ケ

丘
二
丁

目
16番
2

佐
道
廣

弘
前
市

弘
前
市

中
別
所
葛
野

105番
2
ほ
か
１

筆

齋
藤
聖

弘
前
市

弘
前
市

十
面
沢
浜
妻
ノ

神
102番

1
ほ
か
１

筆

三
上
敬
治

弘
前
市

弘
前
市

鼻
和

岩
井

155番
5
ほ
か
２

筆

株
式
会
社
津
軽

さ
く
ら
フ
ァ
ー

ム
弘
前
市

弘
前
市

小
沢

井
沢

99番

木
村
勇
二

弘
前
市

弘
前
市

宮
地

宮
本

349番
5

2
ほ
か
２

筆

佐
藤
慶
弘

弘
前
市

弘
前
市

弥
生

弥
生
平
248番

1
ほ
か
１

筆

佐
藤
恭
之

弘
前
市

弘
前
市

常
盤
野
上
黒
沢
50番
2

岩
崎
貴
宏

弘
前
市

弘
前
市

下
湯
口
村
元

87番
1

福
士
順
久

弘
前
市

弘
前
市

津
賀
野
浅
田

466番
ほ
か
２

筆

一
戸
満

弘
前
市

弘
前
市

新
里

上
樋
田
59番
9

齊
藤
寛

弘
前
市

弘
前
市

清
野
袋

二
丁
目

10番
12

齊
藤
勝
則

弘
前
市

弘
前
市

原
ケ
平
山
中

18番
99

長
尾
拓
直

弘
前
市

弘
前
市

蒔
苗

樋
田

51番
8
ほ
か
１

筆

前
田
光
昭

弘
前
市

弘
前
市

国
吉

村
元

242番
1

橋
本
司

弘
前
市

弘
前
市

新
法
師
向
野

6番
14

株
式
会
社
ヤ
マ

ウ
チ
フ
ァ
ー
ム
弘
前
市

弘
前
市

蒔
苗

油
伝

108番
9
ほ
か
１

筆

小
野
賴
善

弘
前
市

弘
前
市

鬼
沢

山
ノ
越
318番

3

木
原
宏
仁

弘
前
市

弘
前
市

館
後

新
田

79番
1

田
澤
和
樹

弘
前
市

弘
前
市

百
沢

裾
野

1番
352

（ ）5 青 森 県 報 第1055号令和８年４月20日 月曜日



石
田
和
豊

弘
前
市

弘
前
市

高
屋

安
田

689番

平
山
正
志

弘
前
市

弘
前
市

中
崎

川
原
田
331番

1
2

竹
浪
幸
二

弘
前
市

弘
前
市

種
市

熊
谷

227番
1

佐
藤
綾
哉

弘
前
市

弘
前
市

鬼
沢

山
ノ
越
305番

1
ほ
か
１

筆

株
式
会
社
山
本

米
菜
園

弘
前
市

弘
前
市

土
堂

早
川

254番
1
ほ
か
１

筆

岡
部
忠
光

弘
前
市

弘
前
市

津
賀
野
浅
田

936番
ほ
か
１

筆

田
村
昌
司

弘
前
市

弘
前
市

悪
戸

芦
野

148番
3

中
田
晴
行

弘
前
市

弘
前
市

国
吉

下
川
原
46番

ほ
か
１

筆

三
上
優

弘
前
市

弘
前
市

一
町
田
早
稲
田
822番

1

竹
内
友
宣

弘
前
市

弘
前
市

国
吉

下
川
原
87番

ほ
か
６

筆

藤
田
悠
太

弘
前
市

弘
前
市

独
狐

石
田

287番
3
ほ
か
３

筆

福
士
清
彥

弘
前
市

弘
前
市

独
狐

島
田

21番
1

蒔
苗
行
子

弘
前
市

弘
前
市

独
狐

島
田

21番
2

田
中
秀
幸

弘
前
市

弘
前
市

兼
平

林
元

96番
1
ほ
か
２

筆

秋
元
德
則

平
川
市

弘
前
市

薬
師
堂
日
照
田
112番

秋
元
德
則

平
川
市

弘
前
市

薬
師
堂
日
照
田
113番

ほ
か
２

筆

赤
石
輝
寿

弘
前
市

弘
前
市

小
友

神
原

279番
9
ほ
か
３

筆

三
浦
悠
二

平
川
市

弘
前
市

薬
師
堂
験
畑

42番
1
ほ
か
１

筆

寺
山
柾
義

北
津
軽
郡
鶴
田
町
弘
前
市

三
和

川
合

177番
1

2

齊
藤
洋
平

弘
前
市

弘
前
市

小
沢

山
崎

44番
67

五
十
嵐
清
昭
弘
前
市

弘
前
市

高
杉

尾
上
山
102番

1
ほ
か
３

筆

竹
村
拓
己

弘
前
市

弘
前
市

悪
戸

後
沢

48番
20

3
ほ
か
３

筆

石
岡
修

弘
前
市

弘
前
市

悪
戸

芦
野

87番
1

小
山
内
浩
二
弘
前
市

弘
前
市

悪
戸

中
野

181番
2

2

小
田
桐
孝
行
弘
前
市

弘
前
市

大
沢

稲
元

183番

髙
谷
陽
一

弘
前
市

弘
前
市

中
別
所
野
中

40番
1
ほ
か
１

筆

澁
谷
恒

弘
前
市

弘
前
市

一
町
田
村
元

810番
1

石
岡
優
隆

弘
前
市

弘
前
市

小
沢

井
沢

96番
1
ほ
か
３

筆

田
広
仁

弘
前
市

弘
前
市

船
水

勝
浦

221番

有
限
会
社
せ
い

の
農
園

弘
前
市

弘
前
市

下
湯
口
扇
田

93番
3
ほ
か
１

筆

水
木
太
大

弘
前
市

弘
前
市

種
市

熊
谷

399番
1

株
式
会
社
イ
ー

エ
ム
総
合
ネ
ッ

ト
弘
前

弘
前
市

弘
前
市

悪
戸

中
野

243番

合
同
会
社
戸
澤

農
場

弘
前
市

弘
前
市

八
幡

須
崎

67番
ほ
か
２

筆

合
同
会
社
戸
澤

農
場

弘
前
市

弘
前
市

兼
平

山
下

33番
1
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三
上
優

弘
前
市

弘
前
市

藤
代

広
田

149番
1
ほ
か
１

筆

伊
藤
広
栄

弘
前
市

弘
前
市

松
木
平
松
元

4番
104

伊
藤
広
栄

弘
前
市

弘
前
市

小
栗
山
福
岡

102番
1
ほ
か
４

筆

三
浦
文
敏

弘
前
市

弘
前
市

笹
舘

大
和
田
15番
19

合
同
会
社
戸
澤

農
場

弘
前
市

弘
前
市

兼
平

山
下

91番
1
ほ
か
１

筆

一
戸
昭
有

弘
前
市

弘
前
市

新
里

下
樋
田
18番
1
ほ
か
５

筆

合
同
会
社
戸
澤

農
場

弘
前
市

弘
前
市

鳥
井
野
長
田

242番
ほ
か
１

筆

合
同
会
社
戸
澤

農
場

弘
前
市

弘
前
市

八
幡

古
喜
田
66番
1

岩
谷
裕
一

弘
前
市

弘
前
市

中
崎

川
原
田
51番
1

三
浦
裕
行

弘
前
市

弘
前
市

高
杉

長
谷
野
255番

ほ
か
３

筆

三
浦
裕
行

弘
前
市

弘
前
市

高
杉

長
谷
野
257番

ほ
か
１

筆

三
浦
裕
行

弘
前
市

弘
前
市

高
杉

長
谷
野
248番

三
浦
裕
行

弘
前
市

弘
前
市

高
杉

長
谷
野
252番

三
浦
裕
行

弘
前
市

弘
前
市

高
杉

長
谷
野
265番

三
浦
裕
行

弘
前
市

弘
前
市

高
杉

長
谷
野
266番

成
田
慶
子

弘
前
市

弘
前
市

富
栄

鳥
羽

319番
1

工
藤
公
則

平
川
市

平
川
市

新
館

駒
泊

21番
31
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

町
居
生
産
組
合
平
川
市

平
川
市

町
居

稲
村

129番
1
ほ
か
１

筆

今
井
尚
秀

平
川
市

平
川
市

小
和
森
下
平
田
99番
1

今
井
紀
夫

平
川
市

平
川
市

小
和
森
下
平
田
108番

1

株
式
会
社
對
馬

精
米
所

平
川
市

平
川
市

高
畑

前
田

235番
ほ
か
２

筆

中
嶋
公
博

平
川
市

平
川
市

尾
崎

木
戸
口
491番

今
井
健

平
川
市

平
川
市

小
和
森
下
松
岡
108番

田
中
浩
徳

平
川
市

平
川
市

沖
館

比
山
館
18番
1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

町
居
生
産
組
合
平
川
市

平
川
市

町
居

稲
元

250番
1

丹
代
充
昭

平
川
市

平
川
市

広
船

広
沢

223番
1

エ
フ
・
ベ
ー
ス

株
式
会
社

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

西
中
野

目
浅
田

165番

村
上
輝
男

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

水
沼

俵
元

47番
ほ
か
１

筆

坂
本
安
仁

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

大
巻

鷲
尾

58番
1
ほ
か
２

筆

山
内
一
哉

上
北
郡
六
戸
町

十
和
田
市
相
坂

箕
輪
平
201番

ほ
か
４

筆

高
木
正
義

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

南
岩
ノ

上
8番

水
尻
吉
信

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

樋
口

78番
25

2
ほ
か
２

筆

小
山
田
訓

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

高
清
水
1481番

小
山
田
訓

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
野
崎

40番
85
ほ
か
１

筆
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梅
田
美
徳

十
和
田
市

十
和
田
市
米
田

長
塚

303番
ほ
か
５

筆

坂
本
秀
美

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

高
清
水
74番
14

3

佐
藤
四
十
三
十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

樋
口

27番
1
ほ
か
５

筆

馬
場
均

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

戸
崎

101番
1

049

小
又
榮
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

森
ケ
沢
176番

ほ
か
１

筆

あ
お
も
り
南
部

フ
ァ
ー
ム
株
式

会
社

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

沖
山

357番
ほ
か
２

筆

あ
お
も
り
南
部

フ
ァ
ー
ム
株
式

会
社

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
坪
毛
沢
211番

1

あ
お
も
り
南
部

フ
ァ
ー
ム
株
式

会
社

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

今
熊

715番

高
橋
浩
二

十
和
田
市

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

今
熊

1535番

高
橋
浩
二

十
和
田
市

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

今
熊

247番
1

23
ほ
か
１

筆

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

佐
々
木
た
か
な
お

後
援
会

（
佐
々
木

孝
尚
）
佐
々
木

孝
尚

高
木

徹

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大

字
若
松
字
森
越
三
〇

の
九

令
和八･
三･
二

と
ち
な
い
伸
治
後

援
会
（
栩
内

伸
治
）

栩
内

伸
治

白
戸

和
之

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大

字
藤
越
字
西
一
本
木

三
六
の
一

八･
三･一〇

小
田
桐
智
高
後
援

会（
小
杉

繁
一
）

小
杉

繁
一

小
田
桐

妙
子

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大

字
藤
崎
字
四
本
松
一

一
八
の
二

八･
三･一一

角
田
し
の
後
援
会

（
角
田

し
の
）

角
田

し
の

角
田

晃
久

弘
前
市
大
字
八
幡
町

二
丁
目
七
の
一
〇

八･
三･一二

小
山
功
後
援
会

（
久
保
田

昇
）

久
保
田

昇

小
山

正
一

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大

字
西
豊
田
二
丁
目
二

の
二

八･
三･三〇

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
の
支
部

（ ）8青 森 県 報 第1055号令和８年４月20日 月曜日



政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
木
造
支

部（
増
田

教
正
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
有

楽
町
四
五
の
一

つ
が
る
市
木
造
若

竹
一
三

令
和八･
一･
八

自
由
民
主
党
六
ヶ
所

村
支
部

（
橋
本

竜
）

会
計
責
任
者

田
中

真
也

小
泉

悦
治

八･
三･
一

国
民
民
主
党
青
森
県

第
２
区
総
支
部

（
金
濱

亨
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
糠
塚

字
柳
ノ
下
三
の
八

八
戸
市
大
字
糠
塚

字
柳
ノ
下
三
の
三

八･
三･一八

国
民
民
主
党
青
森
県

総
支
部
連
合
会

（
金
濱

亨
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
安
方
二
丁

目
一
七
の
一
一

青
森
市
中
央
一
丁

目
一
の
二
九

八･
三･二四

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

青
森
県
土
地
家
屋
調

査
士
政
治
連
盟

（
小
林

昭
雄
）

会
計
責
任
者

小
向

直
人

藤
谷

大
樹

令
和七･
五･二三

伊
吹
信
一
後
援
会

（
伊
吹

信
一
）

会
計
責
任
者

佐
々
木

伸
和

築
山

伸
一

七･一一･
一

春
日
洋
子
後
援
会

（
春
日

洋
子
）

会
計
責
任
者

佐
々
木

伸
和

築
山

伸
一

七･一一･
一

氣
田
量
子
後
援
会

（
氣
田

量
子
）

会
計
責
任
者

佐
々
木

伸
和

築
山

伸
一

七･一一･
一

志
村
洋
子
後
援
会

（
志
村

洋
子
）

会
計
責
任
者

佐
々
木

伸
和

築
山

伸
一

七･一一･
一

土
嶺
直
樹
後
援
会

（
土
嶺

直
樹
）

会
計
責
任
者

佐
々
木

伸
和

築
山

伸
一

七･一一･
一

三
橋
あ
さ
み
後
援
会

（
三
橋

あ
さ
み
）

会
計
責
任
者

佐
々
木

伸
和

築
山

伸
一

七･一一･
一

村
中
玲
子
後
援
会

（
村
中

玲
子
）

会
計
責
任
者

佐
々
木

伸
和

築
山

伸
一

七･一一･
一

山
口
佳
子
後
援
会

（
山
口

佳
子
）

会
計
責
任
者

佐
々
木

伸
和

築
山

伸
一

七･一一･
一

渡
部
伸
広
後
援
会

（
渡
部

伸
広
）

会
計
責
任
者

佐
々
木

伸
和

築
山

伸
一

七･一一･
一

桜
田
ひ
ろ
し
後
援
会

連
合
会

（
松
下

覚
）

代

表

者

松
下

覚

白
取

浩
史

八･
三･
一

千
葉
と
も
は
る
後
援

会（
千
葉

智
陽
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
一

ツ
谷
五
四
三
の
一

四

弘
前
市
大
字
植
田

町
二
八
の
五

八･
三･
二

阿
部
祐
己
後
援
会

（
村
上

英
岐
）

代

表

者

村
上

英
岐

中
田

勝
美

八･
三･
四

会
計
責
任
者

福
士

大
輔

相
坂

信
義

山
本
清
秋
後
援
会

（
山
谷

義
美
）

代

表

者

山
谷

義
美

山
本

英
樹

八･
三･
五

田
嶋
く
に
た
か
後
援

会（
高
田

眞
一
）

代

表

者

高
田

眞
一

田
嶋

邦
貴

八･
三･一〇

会
計
責
任
者

岡
山

美
智
子

田
嶋

邦
貴

幸
福
実
現
党
青
森
後

援
会
（
山
口

健
）

会
計
責
任
者

武
田

佳
子

山
口

健

八･
三･一三

成
田
光
寿
後
援
会

（
沢
尾

宏
之
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
若
葉
五
丁
目
一

四
〇
の
一
七
六
九

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
阿
光
坊
一
〇
六

の
一
三

八･
三･一五

か
ね
は
ま
あ
き
ら
後

援
会
（
金
濱

亨
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
糠
塚

字
柳
ノ
下
三
の
八

八
戸
市
大
字
糠
塚

字
柳
ノ
下
三
の
三

八･
三･一九

鈴
木
長
一
郎
後
援
会

（
鈴
木

賢
）

代

表

者

鈴
木

賢

田
中

忠
一

八･
三･二〇

中
嶋
め
ぐ
み
後
援
会

（
原

芳
雄
）

会
計
責
任
者

相
内

穰

佐
藤

ち
ゑ
子

八･
三･二〇
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青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

金
澤
満
春
後
援
会

御

敷

一
馬

令
和
七･一二･三一

工
藤
正
廣
後
援
会

大
村

喜
代
治

七･一二･三一

西
村
雅
博
後
援
会

戸
来

傳

七･一二･三一

長
尾
忠
行
後
援
会

長
尾

忠
行

八･
三･二七

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）

の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指

定

年
月
日

栩
内

伸
治

藤
崎
町
長

と
ち
な
い
伸
治
後

援
会

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大

字
藤
越
字
西
一
本
木

三
六
の
一

令
和八･
三･
六

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

千
葉

智
陽

千
葉
と
も
は

る
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

五
所
川
原
市

字
一
ツ
谷
五

四
三
の
一
四

弘
前
市
大
字

植
田
町
二
八

の
五

令
和八･
三･
二

金
濱

亨

か
ね
は
ま
あ

き
ら
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字

糠
塚
字
柳
ノ

下
三
の
八

八
戸
市
大
字

糠
塚
字
柳
ノ

下
三
の
三

八･
三･一九
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
四
円
九
十
五
銭


